
1 

資料１－２－１ 

平成２９年１２月１９日 

東北電力株式会社 

 

女川原子力発電所２号炉 指摘事項に対する回答一覧表 

（外部事象） 

No 分類 項 目 
審 査 
会合日 

回 答 

1 
指摘
事項 

評価対象の自然現象スクリーニングに

おける考慮の要否について，影響評価の

後に対策不要としているのか，そもそも

影響評価不要としているのか，明らかに

すること。 

H27.7.9 

自然現象のスクリーニングには，

ASMEの除外基準を適用している。 

「カルスト」（除外基準Ａ）のよ

うに，そもそも発電所周辺で発生

しないことが確認された事象に

ついては，影響評価不要として整

理している。 

「海岸侵食」（除外基準Ｂ）や

「霜・白霜」（除外基準Ｃ）のよ

うに，発電所周辺で発生する可能

性があると判断した事象につい

ては，事象の性質や想定される規

模を考慮し，安全施設への影響評

価を実施した上で，対策不要とし

て整理している。 

 (資料 1-2-5 別添 1-1にて本日

回答) 

2 
指摘
事項 

自然現象のスクリーニング基準につい

て，各社の考え方を説明すること（スク

リーニング基準は同じとしている一方，

サイト毎に異なるとは考えにくい自然

現象に対して，検討の結果が異なってい

るのはなぜか。）。 

H27.7.9 No.1にて説明。 

3 
指摘
事項 

特に地盤に関係する自然現象について，

第３条（地盤），第４条（地震）に適合

する部分と，第６条（その他自然現象）

に適合する部分を整理すること。 

H27.7.9 

地盤に係る事象，例えば「地震活

動」のように，第３条（地盤），

第４条（地震）で確認を受けるべ

き事象については，その条項で評

価する旨を記載した。 

 (資料 1-2-5 別添 1-1にて本日

回答) 



2 

No 分類 項 目 
審 査 
会合日 

回 答 

4 
指摘
事項 

土石流危険区域に指定されていないと

する根拠を説明すること。 
H27.7.9 

「土砂災害危険箇所図」及び「宮

城県土砂災害危険箇所図」によ

り，土石流危険区域に指定されて

いないことを示した。 

(資料１－２－２にて本日回答) 

 


